
船舶事故調査報告書 

令和５年６月７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１月３０日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 山口県下関市小
こ

串
ぐし

漁港南西方沖 

 小串港川
かわ

棚
たな

防波堤灯台から真方位２６７°２.７海里付近 

 （概位 北緯３４°０９.４′ 東経１３０°５１.４′） 

事故の概要 漁船大
おお

國
くに

丸は、北進中、また、ミニボート（船名なし）は、漂泊

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年２月１６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 大國丸、４.９トン 

   ＹＧ３－５０２４６（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９１－４３７８６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ ミニボート （船名なし）、総トン数なし（全長約３ｍ） 

なし、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 操縦者Ｂ 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（操縦者Ｂ、同乗者） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、引き縄漁に従事し、約９～１０

ノットの対地速力で漁場を移動することとして北進中、漂泊中のＢ船

と衝突した。 

船長Ａは、右舷船尾方にＢ船を認めて衝突に気付き、引き返して転

覆しているＢ船につかまっていた乗船者２人を救助し、下関市室
むろ

津
つ

下
しも

漁港へ向かった。 

船長Ａは、操縦者Ｂらを下船させた後、Ｂ船の付近に戻り、巡視艇

が来援するのを待ち、巡視艇到着後、同艇がＢ船を揚収し、同艇と共

に室津下漁港に入港した。 

船長Ａは、操舵室内右舷寄りに設置された舵輪の前に立ち、手動操

舵で操船中、左舷船首方約５００ｍのところに認めていた３～４隻の

漁船の動きが気にかかり、それらの船を見ていて、船首方にいたＢ船

に気付いていなかったと本事故後に思った。 

Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、同乗者１人を乗せ、船外機を止



め、船首を南方へ向けて漂泊中、接近するＡ船を視認したものの、釣

りの準備を続け、Ａ船が約５０ｍに接近して船外機の始動を試みた

が、始動できずにＡ船と衝突した。 

操縦者及び同乗者は、Ａ船に救助され、０９時２３分ごろ本事故を

目撃した付近を航行中の船舶により１１８番通報が行われた。 

操縦者及び同乗者は、室津下漁港に到着した後、車で帰宅し、後

日、病院を受診し、それぞれ頸部捻挫、頸椎捻挫等と診断された。 

操縦者Ｂ及び同乗者は、本事故時、固型式の救命胴衣を着用してい

た。 

分析  Ａ船は、漁場を移動する目的で北進中、船長Ａが、左舷船首方に認

めていた３～４隻の漁船の動きが気にかかり、それらの船を見てい

て、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、前路で漂泊中のＢ船

に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、漂泊中、操縦者Ｂが、接近するＡ船を視認したものの、釣

りの準備を行いながら漂泊を続けたことから、衝突を避けるための措

置を採る時機を逸し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 操縦者Ｂが、接近するＡ船を視認したものの、漂泊を続けたこと

は、操縦者Ｂから情報を得ることができなかったことから、その理由

を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、Ａ船が北進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、付近にいた３

～４隻の漁船の動きが気にかかり、それらの船を見ていて、同じ針路

及び速力で航行を続け、また、操縦者Ｂが、接近するＡ船を視認した

ものの、釣りの準備を行いながら漂泊を続けたため、両船が衝突した

ものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、特定の方向のみに注意を払うことなく、常時、

周囲の適切な見張りを行うこと。 

・ミニボートの船長は、漂泊中、自船に接近する他船を認めた場

合、他船が避けてくれることを期待せず、余裕のある時機に船外

機を始動して移動するなど衝突を避けるための措置を採ること。 

・船長及び操縦者は、他船と衝突した場合、速やかに１１８番通報

を行うこと。 

 


